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次の問題の内容について、 適切なも のには「 ○」 、 不適切なも のには「 ☓」 を 、 解答欄

に記入し なさ い。  

 

 

第１ 単元 宅地建物取引士の使命と 役割 

 問      題 解答欄 

１  

宅地建物取引士にはコ ンプラ イ アンス を重視し 実践する こ と が社会的に

も 期待さ れている が、 コ ンプラ イ アンス と は「 法令遵守」 のみなら ず社会

的な倫理にも 照ら し 合わせて考える こ と が大切である と さ れている こ と か

ら 、 職務を 果たす上で判断に迷う 事態に遭遇し た場合には、 法令のみなら

ず「 良き 社会人」 と し てのある べき 行動をも 念頭に判断をする こ と が重要

である 。  

 

２  

売却価格 3, 500 万円でマンショ ンの専属専任媒介契約を締結し て販売活

動を 行っ ていたが、 数ヵ 月間に亘り 具体的な購入希望顧客が現れなかっ

た。 と こ ろが市況が変わったのか、 自社の顧客から 3, 300 万円で購入申込

みが入った。 そこ で交渉に赴いたと こ ろ売主は、 こ れま で長期間引合いが

なかったこ と も あり 200 万円の減額を了解し てく れたこ と から 、 売買契約

締結の準備に入る こ と にし た。 売主宅を辞去し て会社に戻ったと こ ろ、 他

業者を通じ て 3, 450 万円での購入の申込みが書面であった。 買主側に他業

者が入る と 媒介報酬は半額になってし ま う が、 最終的な買主の選択・ 決定

権は売主にある こ と から 、 当該他業者に対し て詳細な契約希望条件や資金

繰り などを 聞き 出し 、 それを改めて売主に伝えて最終的な判断を仰ぐ こ と

と し た。  

 

３  

近年ではイ ンタ ーネッ ト の検索サイ ト や自社のホームページなど に不動

産情報を掲載する こ と が主流になっている が、 掲載後に媒介契約が期限切

れによ り 失効し たり 、 他社で成約済みと なったこ と に気付かぬま ま 掲載し

続けてし ま う こ と は、 故意に行ったこ と ではないので「 おと り 広告」 には

なら ない。  

 

４  

宅地建物取引士と し て重要な責務の一つは、 宅地建物取引業法第 35 条

によ る 重要事項説明書の説明である が、 購入者の希望や個別事情に基づく

調査依頼があった場合にはサービス の範囲で対応すればよ く 、 重要事項説

明書に記載する 必要はない。  

 

５  

現在勤務し ている 不動産媒介業者よ り も 雇用条件の良い建売業者に転職

する こ と が決ま ったが、 入社後なる べく 早い時期に販売実績を上げる こ と

を、 社長から 強く 期待さ れている と 感じ た。 こ れま での勤務先でリ ス ト 化

し ていた購入希望顧客は数十名いたのでこ のリ ス ト を使えば早期に成果が

出る と 思っ たが、 別会社である 新たな勤務先に個人データ を持ち出すこ と

は、 コ ンプラ イ アンス の問題を超えて法律上も 重大な問題になる と 考え思

いと どま った。  

 

６  

新築戸建の販売代理を委託さ れた際に売主宅建業者から 渡さ れた販売用

パンフレ ッ ト には、 南側は畑で「 生産緑地」 と 書かれており 、 売主から は

「 日照をぜひセールス ポイ ント にし ても ら いたい」 と の説明があったが、

生産緑地は将来的に指定が解除さ れる 可能性がある こ と から 、 購入希望者

には「 現在は生産緑地なので建物が建たず日照も ご覧のと おり です。 し か

し ながら いつま でこ の状態である かは第三者の土地でも あり 、 保証でき な

いこ と をご了解く ださ い」 と 説明する こ と と し た。  
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第２ 単元 改正法令の主要な改正点と 実務上の留意事項 

 問      題 解答欄 

１  

不動産が管理不全空家等である 場合、 市区町村長の指導や勧告を 受ける

こ と がある こ と に留意し 、 かつ、 勧告さ れた管理不全空家等の土地は、 住

宅用地に対する 固定資産税の課税標準の特例を解除さ れる 等に留意する 必

要があり 、 こ れら は重要な事項と し て説明する こ と が求めら れる 。  

 

２  

消費者に新築マンショ ン販売の締結について勧誘を行っている 場所にお

いて、 消費者が消費者契約を締結する か否かについて相談を行う ために電

話で配偶者と 連絡する 旨の意思を示し たにも かかわら ず、 威迫する 言動を

交えて、 消費者が電話連絡する こ と を妨げ、 困惑さ せた場合は、 契約の取

消事由に当たる 。  

 

３  

盛土規制法の規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する 工事（ 規

模等要件あり ） に係る 工事の許可は重要事項説明の対象になる が、 工事計

画変更の許可は重要事項説明の対象になら ない。  

 

４  
民法の改正によ り 、 隣地の竹木の枝が境界線を越えている と き は、 当然

に、 自ら 枝を切り 取る こ と ができ る こ と と なった。   
 

５  

重要事項説明書への宅地建物取引士の押印は必ずし も 必要ではなく な

り 、 説明書の交付についても 、 顧客に承諾を得る こ と なく 、 電磁的方法で

の提供が可能と なった。  

 

 

第３ 単元 紛争事例と 関係法令およ び実務上の留意事項 

 問      題 解答欄 

１  

建物売買の媒介を頼ま れた宅建業者は、 公簿売買で取引する 場合であっ

ても 、 売買土地と 隣地の地積測量図・ 公図等を 調査し て現地の境界を 調

査・ 確認する 必要がある 。  

 

２  

売買の買主から 媒介を頼ま れた宅建業者が、 誤った重要事項説明を行い

それが違法性を帯びる 場合でも 、 買主が誤った重要事項説明をさ れたこ と

は、 媒介業者の契約違反である から 、 説明し た時から 10 年を超える と 買

主から 損害賠償請求をさ れる こ と はなく なる 。  

 

３  

過去に建築確認が違法に取得さ れた建物の場合、 一度は建築確認を取得

し ていても 、 既存建物と し て売買の媒介をする と き は、 建築確認取得の要

件を欠いていて再度建築確認の取得は難し いこ と を重要事項と し て説明す

る 義務がある 。  

 

４  

マンショ ンの 1 階にある 賃貸店舗の媒介で、 借主希望者が予定し ている

焼肉店営業は原則マンショ ン管理規約で営業が認めら れていなかった。 そ

れ以前に同じ マンショ ンの隣接店舗を借り て焼鳥店の出店をし よ う と し た

借主が、 焼鳥店の出店を認めら れなかったこ と を知っていた媒介業者は、

焼肉店を 出店する ために店舗を 借り る 希望者が現れた場合、 慎重に調査

し 、 焼肉店が営業でき る かどう か、 マンショ ンの管理組合に問い合わせた

り 、 貸主から マンショ ンの管理規約等を入手する などし て、 借主が希望し

ている 焼肉店の営業ができ る かどう か調査し て説明する 義務がある 。  

 

５  

居住用マンショ ン（ 区分建物） の賃貸の媒介で、 マンショ ンの管理規約

等で「 ペッ ト 飼育不可」 の規定がある 場合、 媒介業者は借主が「 ペッ ト 飼

育」 の予定がなければ、 説明する 必要はない。  
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６  

宅建業の免許を持たないＸ 社は、 大手の開発業者が分譲し た７ 区画を、

１ 区画 3, 000 万円で購入し た。 Ｘ 社は、 ３ 年ほど何も 利用し ない状態で保

有し 、 １ 区画約 4, 000 万円で一般の客７ 名に転売し た。 こ のＸ 社の行為は

宅建業の無免許営業になる 可能性が高く 、 こ の分譲地のＸ 社の買取と 転売

を仲介し たＹ 社が仲介手数料の利益以上に、 転売利益の半分程度の利益配

分を受けている 場合は、 Ｙ 社の代表者と Ｘ 社代表者には無免許営業の共謀

共同正犯が成立する と 判断さ れる 可能性がある 。  

 

７  

宅建業者Ｘ 社は、 原野商法の被害者に「 他の土地を買ってく れれば、 今

所有し ている 原野を買い取る 。 」 と 持ちかけ、 差額代金をだま し 取る よ う

な営業を行っていた。 こ の場合、 宅地建物取引士Ｙ が、 Ｘ 社のその行為に

宅地建物取引士の名義を貸し ていたと し ても 、 だま さ れた客は、 宅建業者

Ｘ 社に損害賠償をすれば良いのであって、 宅地建物取引士の名義を貸し た

Ｙ は、 だま さ れた客から 客が被った差額代金について損害賠償を請求さ れ

る 可能性はない。  

 

８  

宅建業法第 35 条第１ 項各号に定める 重要事項は例示列挙であり 、 宅建

業法第 35 条第１ 項各号に掲げら れていない事項であっても 、 買主・ 借主

等が契約を 締結する か否かの判断に重要な影響を及ぼす事項については、

宅建業者は重要事項説明義務を負う 。  

 

９  

土地建物の売買契約において、 売買対象地が区の主要生活道路計画にか

かっており 、 建物の建築時、 区から 道路計画に合わせてセッ ト バッ ク をす

る よ う 指導を受け、 周辺の建物も 区の指導に従ってセッ ト バッ ク し て建築

さ れていた。 宅建業者がこ の土地建物の媒介の重要事項説明書において、

「 北東側公道にて主要生活道路計画があり ま す。 」 と 記載し て売買の媒介

をし た場合、 重要事項説明の内容が不十分である と し て、 買主から 損害賠

償請求を受ける 可能性がある 。  

 

10 

売買対象地の隣地に過度に子供嫌いの人物が居住し ており 、 前所有者と

子供の泣き 声をめぐ ってト ラ ブルが発生し ていたと し ても 、 購入者と の間

でト ラ ブルが発生する か否かは分から ないため、 媒介を行う 宅建業者は、

隣人と の間のト ラ ブルの内容について、 重要事項と し て説明する 義務はな

い。  

 

11 

売買契約の媒介において、 売買土地に引き 込ま れた水道管が隣地を経由

し ていた場合、 役所の水道管管理図にも こ の点の記載がなく 、 宅建業者が

当該事実について調査を尽く し ても 分から なかったと し ても 、 媒介を行う

宅建業者には調査・ 説明義務違反の責任が発生する 。  

 

12 

売買対象地の水害のリ ス ク 及び液状化リ ス ク は、 買主にと って土地を購

入する か否かの判断に重要な影響を及ぼす事項である ため、 令和２ 年７ 月

に改正さ れた宅建業法施行規則に基づき 、 媒介を行う 宅建業者は、 水害リ

ス ク 及び液状化リ ス ク について、 重要事項と し て必ず説明する 必要があ

る 。  

 

13 

不動産賃貸等を業と する Ｘ 社は、 Ｙ 社に、 １ 棟のマンショ ンを定期建物

賃貸借で貸すこ と になった。 両社の担当者が定期建物賃貸借である こ と を

電話・ メ ールで事前に打ち合わせており 、 ま た、 定期建物賃貸借の契約書

案がＸ 社から 送ら れ、 Ｙ 社も 十分に検討し ていた。 さ ら に、 Ｘ 社は定期建

物賃貸借の事前説明書をＹ 社に契約前に郵送し 、 Ｘ 社の担当者はＹ 社の担

当者に、 電話で事前説明書が届いている かを確認し た上で、 ま たその内容

を読み上げて説明し た。 その後、 Ｘ Ｙ 間で定期建物賃貸借契約が締結さ れ

た。 こ の場合、 賃貸人Ｘ 社が賃借人Ｙ 社に対し て終了通知をし た上で期間

満了によ る 建物の明渡請求を し たと き は、 Ｙ 社は「 事前説明書を 面談の

上、 口頭で説明さ れていないので普通建物賃貸借契約である 。 」 旨を主張

し て明渡し を拒むこ と はでき ない。  
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14 

定期建物賃貸借契約は、 契約期間が１ 年以上の場合、 貸主は期間満了の

１ 年前から ６ か月前ま でに、 「 終了通知」 を賃借人にし なければなら ない

が、 賃貸人がこ の終了通知を怠る と 、 たと え、 期間満了ま でに終了通知を

し たと し ても 、 事前説明を怠った場合と 同様、 定期建物賃貸借と し ての効

力が認めら れず、 更新がある 普通建物賃貸借になってし ま う 。  

 

 

第４ 単元 改正税制の主要な改正点と 紛争事例およ び実務上の留意事項 

 問      題 解答欄 

１  

非居住者が国内に所有する 家屋を国内の法人が購入する 。 こ のと き 、 こ

の法人の役員である 個人の居住目的で購入し たのだと し ても 、 取得者が法

人であれば金額如何に関わら ず源泉徴収をし なければなら ない。  

 

２  

居住用財産の買換え特例を適用する と 取得価額は引き 継がれる こ と にな

る ので、 も し 買換え当時の申告書等を紛失し たと き は、 取得価額が算定不

能になる 。 従って、 買換え資産の売却には概算取得費 5％の規定が必ず適

用さ れる こ と になる 。  

 

３  

初めて相続時精算課税制度を適用する と き は申告書だけでなく 届出書も

提出する 必要がある 。 こ の際、 申告書が期限内に提出さ れていれば届出書

が期限後の提出だったと し ても 相続時精算課税制度はその年から 適用さ れ

る 。  

 

４  

古屋付き 土地を売却し た場合の居住用財産の 3, 000 万円特別控除は、 家

屋から 退去後 3 年経過後の年の年末ま でに売却契約し ていれば適用し て良

い。 ただし 、 退去後に他人に貸し 付ける など 別の用途に使用し た場合は適

用が出来ない。  

 

５  

18 歳以下の子が 1 人いる 夫婦がペアロ ーンを組んで住宅を購入し た場

合、 子育て特例対象の住宅ロ ーン控除限度額の上乗せ措置は、 夫婦の両方

に適用さ れる 。  

 

 


